
ご入学おめでとうございます！ 
 所定の申請書にお子様の保険証の写しを

添付してご提出ください。 

申請期限は１年間(年度末まで)です。 

 

組合事務所閉所について 
下記日程で事務所を閉めさせていただきます。 

4月 22日（月）午後 会館片付け作業 

4月 30日（火）午後 書記局会議 

※ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協

力、何卒よろしくお願いいたします。 

税金をめぐる情勢の学習動画ご活用下さい 
 学習動画「消費税増税・インボイス 

廃止！民主的な税制・税務行政の確 

立を」（約 16分）（YouTube）も活 

用して下さい。☆右記の二次元コー 

ドからご覧ください。⇒ 

春の拡大月間(仲間増やし)始まりました！  
組合員を増やす取り組み、春の拡大月間が始まり

ました。4～5月に、新宿支部では 71人の新しい仲

間を迎えることが目標です。未加入の方をご紹介く

ださい。今年度は、建設業の働き方改革・消費税イ

ンボイス制度実施の影響・アスベスト事前調査や届

出・CCUSなどで、建設業界は厳しさを増しています。

お悩みのことは組合にご相談ください。拡大月間を

成功させ、「若手が入職して希望を持って働き続け

られる明るい建設産業」を築きましょう。 

コロナ関連の相談や現場の情報なども組合へ 

新入学おめでとうございます！ 

 

 

どけん共済会「慶弔金支給申請書」にお子

様の保険証の写しを添付してご提出くださ

い。申請期限は１年間(来年 3月末まで) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群会議の話題 
無料法律相談会 

申込みは組合まで℡０３（３３６２）２１６１ 

4 月 19 日（金） ／ 5 月 20 日（月） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３話でご予約下さい。 

No416 号（2024 年 4 月 10 日）  東京土建新宿支部 

全建総連 持続可能な建設業の実現に向

けた 100万人国会請願署名が国を動かす 
政府は3月8日の閣議で建設業法と入札契約適

正化法（入契法）を 3つの観点で改正案を決定。

「労働者の処遇改善では適正な労務費確保と下

請けへの行き渡りに向けた措置の新設」「資材高

騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止や請負代金変

更協議のルール整備」「働き方改革と生産性向上」

を処遇改善の目玉とし、国が民間工事の人件費の

目安を「標準労務費」として示す制度を創設しま

す。受注者には、標準労務費を大幅に下回る見積

もりを禁止します。受注者より立場の強い発注者

には、不当に安い見積もりを受注者に求めること

を禁じ、違反して契約すれば国や都道府県が勧

告、公表するというものです。 

本部「働き方改革」セミナー WEB併用 
［日時］2024年 1月 29日(月)19：00～20：30 

［場所］けんせつプラザ東京 5階 

労働保険(労災・雇用)年度更新受付 
☆時間帯はいずれも 10：00～15：00です。 

①4月 10日(水)②11日(木)③12日(金) 

④4月 16日(火)⑤17日(水)⑥18日(木) 

⑦4月 23日(火)⑧24日(水)⑨25日(木) 

⑩5月 21日(火)⑪22日(水)⑫23日(木) 

☆事務委託をされている組合員・事業所へは

個別に案内を発送済みです。※内容に関する

お問い合わせはご連絡をお願いします。 

健康保険証の交付存続に向けた運動 ↓ 
現行の健康保険証を予定通り「202 

4年 12月 2日に廃止する政令」が公 

布されました。マイナ保険証の取得は 

「任意」です。マイナ保険証のトラブ 

ルは今でも後を絶ちません。 

東京土建は、「健康保険証の存続」に向けて、

最後まであきらめず運動の強化を図っていきま

す。マイナ保険証の危険性や現保険証の必要性

を仲間と対話する際に広く呼び掛けて下さい。 

2024年 12月2日以降に加入や変更などによる

保険証の書き換え・再交付は、「資格確認証」

又は「資格情報のお知らせ」が発効されます。

マイナ保険証を無理に取得しなくても「資格確

認証」が発行され、2025年 4月以降も今まで通

り医療機関にかかることが出来ます。 

 

4月から建設業に時間外労働規制全面適用 

年間 720時間以内・月 45時間超えは年 6

回まで・複数月平均 80時間以内・単月 100

時間未満まで 組合にご相談ください！ 
36協定の書式が 4月から新しくなっています。 

就業規則の整備や更新を漏れなく進めましょう。 

労働時間にあたる場合・あたらない場合を確認し

て、労働時間の管理も厳格にすることが必要です。 


